
 

紅麹を含む健康食品について 

令和Ჰ年３月 22日ƴ小林製薬㈱ǑǓŴž紅麹関連製品Ʒ使用中止ƷƓ願いƱ
自主回収ƷƓ知ǒƤſƴ関Ƣǔ報道発表ƕ行わǕŴ情報提供及び注意喚起等ƕ
行わǕた旨Ʒ連絡ƕ厚生労働省ƔǒあǓましたŵ 

現時点ưƸŴ当ᛆ製品Ʊ健康被害ƱƷ関連性Ƹ明ǒƔƴƳっƯƸいまƤǜƕŴ
紅麹Ǜ含む関連製品ƕ自主回収さǕƯいまƢƷưŴ当ᛆ製品ǛƓ持ちƷ方Ƹ摂
取Ƥƣƴ自主回収Ʒ返品方法ƴ従っƯ対応願いまƢŵ 

 

○ 小林製薬㈱țームȚージリンク   ○  厚生労働省țームȚージリンク 

  ᲢトップȚージᲣ            Ტ健康被害情報Უ 

 

 

 

 

 

 

Ƃ問い合わƤ先ƃ県民くǒしƷ安全課 食Ʒ安全安心担当 電ᛅ 019－629－Ჯ270 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ先 

公益財団法人 岩手県生活衛生営業指導センǿー  

㸦盛岡市志家町 3番 13号） 

TEL:019-624-6642 

   

物価高騰等経営支援緊急対策事業ʤ生活衛生関係営業ʥ 

岩手県生活衛生営業指導センターỂỊẆ様々ễ専門機関ể連携しẆ生衛業者からỉ幅広い相

談ỆワンストップỂ対応Ểきる特別相談窓口ỉ開設や地域相談会等を開催しềいますẇ 

＜経営改善指ᑟ等＞ 
氏名 区分 所属࣭役職 

ྜྷ田 瑞彦 弁護士 盛岡中央法律務所代表 

ᑠ山田 泰彦 司法書士 ᑠ山田泰彦司法書士務所代表 

工藤 健人 中ᑠ企業診断士 工藤健人中ᑠ企業診断士務所代表 

髙橋 晃 創業࣭経営改善専門家 
国 経営革新等支援機関／ 
元岩手県生活衛生営業指ᑟセンタ࣮ 
経営指ᑟ員 

桐田 武 経営支援࣭融資専門家 
元岩手県商工会連ྜ会務局長 
元岩手県生活衛生営業指ᑟセンタ࣮ 
経営指ᑟ員 

丹代 一志 税理士 昆税理士法人代表社員 所長 

千葉 英男 ITコ࣮ࢹネ࣮タ࣮ 有限会社ࣛフࢫࢩタン࢝ࢫン࣮ࢽࣃ代表取締役  

橋場 泉 ITコ࣮ࢹネ࣮タ࣮ 有限会社エࢧࢫプࣛ代表取締役 

三井 康平 ITコ࣮ࢹネ࣮タ࣮ 株式会社ࢼࢸࢫࢧ代表取締役 

工藤 晴香 人ᮦ育成࣮ࢼ࣮ࣞࢺ࣐ࣝࢫ  h.k smile office 代表 

中ᮧ 美緒 Photographer ࣒ࣛ࢝ࢼ写真館 Photographer 

崎山 美智穂 社会保険労務士 大船渡社会保険労務士務所代表 

星野 麻記 社会保険労務士 ほしࡢ社会保険労務士務所代表 

赤沼 柳子 元岩手県職員 

㸦保健所勤務㸧 

元岩手県生活衛生営業指ᑟセンタ࣮経営指ᑟ員  

岩手県食品衛生監視員 OB会会員 

田原 美晴 コ࣑ュࢩ࣮ࢣࢽョン࣮ࢨࣂࢻ offre M’sίオッフルエムὸ主宰Ẇ非営利活

動法人ἰナー教育サἯート協会 認定講師 

 ＜タࣝ関連ࢪࢹ＞
氏名 所属等(店舗名) 主ࢫ࡞キࣝ 

志田 繕隆 
飲食組ྜ副理長 
(大船渡温泉) 

G࣭oogle ビࢪネࢫプࣟフ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣝ
Ⓩ録ࡢ࡞助言 
࣭LINE 公式࢝ウンࡢࢺ作成ࡢ࡞助言 

I࣭T ᑟ入補助金ࡢ申請方法等つい࡚助言 

菊池 葉子 理容組ྜ務局 
 仕方ࡢ情報Ⓨ信ࡢ࡛࣒ࣛࢢタࢫン࣭
㸦初級㸧つい࡚助言 

新沼 智浩 
飲食業組ྜ理 
㸦かࡵࡶ商店㸧 

G࣭oogle ビࢪネࢫプࣟフ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣝ
Ⓩ録ࡢ࡞助言 
࣭LINE 公式࢝ウンࡢࢺ作成ࡢ࡞助言 

庭田 菜摘 
生活衛生営業指ᑟセ

ンタ࣮務局 

G࣭oogle ビࢪネࢫプࣟフ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣝ
Ⓩ録ࡢ࡞助言 
手順等ࡢ࡞修正や更新ࡢࢪ࣮࣒࣮࣭࣌࣍

 助言ࡢ

林 伸介 
ｸﾘｰﾆ㺻ｸ㺼組ྜ専務理  
 (ࢢンࢽ࣮ࣜࢡやしࡣ)

G࣭oogle ビࢪネࢫプࣟフ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣝ
Ⓩ録ࡢ࡞助言 
࣭LINE 公式࢝ウンࡢࢺ作成ࡢ࡞助言 

千葉 武継 
飲食業組ྜ副理長 
(生そࡤ御料理千秋庵) 

G࣭oogle ビࢪネࢫプࣟフ࣮ࢼ࣮࢜ࡢ࣮ࣝ
Ⓩ録ࡢ࡞助言 
࣭LINE 公式࢝ウンࡢࢺ作成ࡢ࡞助言 

佐藤 圭 
飲食業組ྜ理 
(Another World 
 Bar KEIJI) 

࣭Facebook を利用した࣋ンࢺ告知、PR 
等つい࡚助言 

 

専門家一覧 
 

ʴ特別相談ʵ 

専門家派遣ͶよΖ経営改善指導等 

※専門家派遣Ͷ͖͖Ζ費用ͺɼ指導センνー͗
負担しますɽʤ̏事業者̐回まͲ可ʥ 

ʴデジνル関係助言ʵ 

専門家ͶよΖデジνル関連助言 

※相談料無料 

 

相談を希望͠ΗΖ方ͺɼh 専門家派遣申込
書ʱhデジνル関係助言申込書 をɦ指導センν
ーͶ提出しͱくͫ͠いɽ 

→相談内容を確認しɼ専門家ͳ派遣日程を調
整しͪうえͲɼ訪問日時を͟連絡いͪしま
すɽ 

 

 

申込書用紙ξウンロードや申込方法͵ʹ詳
しくͺ指導センνーϙームϘージを͟覧くͫ
͠いɽ↓ 

https://www.seiei.or.jp/iwate/index.html 

https://www.seiei.or.jp/iwate/index.html


 

５月Ƹž自転車Ʒ安全利用推進期間ſです！ 

◆ 期間 㸳月１日㸦水㸧～㸳月㸱１日㸦金㸧  

◆ 推進期間ࡢ趣旨 

自転車ࡢᏳ全利用ࡢ推進ࡢためࠊ全࡚ࡢ自転車

利用者よࡿヘルメットࡢ着用促進や交通ル࣮

ルࡢ遵Ᏺ࣭ 交通マナ࣮ࡢ実践ࠊ適切࡞点検࣭ 整備ࠊ

自転車損害賠償責任保険等へࡢ加入促進ࠊ࡞自

転車利用者ࡢᏳ全意識ࡢ高揚を図ࡾますࠋ 

 

 

 

 

 

 

 

࠙問い合わせ先ࠚ消防安全課 

県民安全担当㸦電話：019-629-5266㸧 

 

 

 

 

※ 令和㸳年㸲月１日 ࠗ自転車ࡢᏳ全࡛適ṇ

ࠋましたࢀ条例࠘が施行さࡿ関す促進ࡢ利用࡞

ࡢ左側ࠊを自覚しこࠖࡿ車両࡛あࡣ自転車ࠕ

通行࣭飲酒運転や携帯電話使用ࡢ禁Ṇࠊ࡞交

通ル࣮ルࡢ遵Ᏺ交通マナ࣮ࡢ実践を！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和㸴年㸳月 28日㸦火㸧㸯㸮時～㸯㸵時 

場 所 岩手県立県民生活センター 大ホール 

      㸦詳しい場所は下記案内図をࡈ参照くだࡉい。㸧 

相談方法  

【面接Κ直接会場までΧ越しください。ヴ最終受付ヽ６時ヿー分ヵ 

Ι電話Κ次の臨時専用ダイヤルにΧΨけください。 

   

 

 

 

 

Ƃ問い合わせ先ƃ 

岩手県立県民生活センター 

 盛岡市中央通㸱－㸯㸮－㸰 

 TEL 㸮㸯９－㸴㸰㸲－㸰㸰㸮９ 

    㸦相談専用電話㸧 

消費者月間の一環峒峁峐岝消費生活に関峃峵トラブルの相談に 

無料峑弁護士や消費生活相談員等が応峂ま峃岞 
商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務峔峓消費生活のトラブル峑 

お困峴の消費者の解決のお手伝いを峁ま峃岞 

岴気軽峕岾相談くだ岿い！ 

主 催 

   岩手県消費者行政推進ネットワーク 

 ك事務局 岩手県立県民生活センターق   

関係団体 

   岩手弁護士会 

   盛岡市消費生活センター 

   消費者信用生活協同組合 ほ岵 


